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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
セラミック板の一方の面に前記セラミック板の面域を二分する主面導体パターンが形成さ
れ、他方の面に他の導体パターンが形成された絶縁基板と、前記他の導体パターンが接合
された放熱用金属ベースとを備え、前記主面導体パターンのそれぞれに半導体チップをマ
ウントし、前記半導体チップのいずれかの上面電極とその電極に対応して前記絶縁基板の
主面側に形成した配線用パターンとの間をリード配線した半導体装置において、
全ての前記配線用パターンを、それぞれセラミック絶縁層の上面に形成し、該セラミック
絶縁層を前記主面導体パターンの周縁部に接着して層設し、さらに、
前記主面導体パターンと導電接続する前記配線用パターンが、前記セラミック絶縁層に形
成したスルーホールを介して前記主面導体パターンに接続したことを特徴とする半導体装
置。
【請求項２】
セラミック板の一方の面に前記セラミック板の面域を二分する主面導体パターンが形成さ
れ、他方の面に他の導体パターンが形成された絶縁基板と、前記他の導体パターンが接合
された放熱用金属ベースとを備え、前記主面導体パターンのそれぞれに半導体チップをマ
ウントし、前記半導体チップのいずれかの上面電極とその電極に対応して前記絶縁基板の
主面側に形成した配線用パターンとの間をリード配線した半導体装置において、
全ての前記配線用パターンを、それぞれセラミック絶縁層の上面に形成し、該セラミック
絶縁層を前記主面導体パターンの周縁部に接着して層設し、さらに、



(2) JP 5477157 B2 2014.4.23

10

20

30

40

50

前記主面導体パターンと導電接続する前記配線用パターンが、ワイヤもしくはリボン状の
リードを介して前記主面導体パターンに接続したことを特徴とする半導体装置。
【請求項３】
セラミック板の一方の面に前記セラミック板の面域を二分する主面導体パターンが形成さ
れ、他方の面に他の導体パターンが形成された絶縁基板と、前記他の導体パターンが接合
された放熱用金属ベースとを備え、前記主面導体パターンのそれぞれに半導体チップをマ
ウントし、前記半導体チップのいずれかの上面電極とその電極に対応して前記絶縁基板の
主面側に形成した配線用パターンとの間をリード配線した半導体装置において、
全ての前記配線用パターンを、前記主面導体パターンの周縁部上に噴射成膜法により成膜
したセラミック絶縁層の上面にそれぞれ形成して層設し、さらに、
前記主面導体パターンと導電接続する前記配線用パターンが、前記セラミック絶縁層に形
成したスルーホールを介して前記主面導体パターンに接続したことを特徴とする半導体装
置。
【請求項４】
セラミック板の一方の面に前記セラミック板の面域を二分する主面導体パターンが形成さ
れ、他方の面に他の導体パターンが形成された絶縁基板と、前記他の導体パターンが接合
された放熱用金属ベースとを備え、前記主面導体パターンのそれぞれに半導体チップをマ
ウントし、前記半導体チップのいずれかの上面電極とその電極に対応して前記絶縁基板の
主面側に形成した配線用パターンとの間をリード配線した半導体装置において、
全ての前記配線用パターンを、前記主面導体パターンの周縁部上に噴射成膜法により成膜
したセラミック絶縁層の上面にそれぞれ形成して層設し、さらに、
前記主面導体パターンと導電接続する前記配線用パターンが、ワイヤもしくはリボン状の
リードを介して前記主面導体パターンに接続したことを特徴とする半導体装置。
【請求項５】
請求項１～４のいずれか一項に記載の半導体装置において、前記配線用パターンを導体箔
として前記セラミック絶縁層の上面からはみ出すように延長して形成し、その延長部分を
パッケージの外方に引き出して外部端子としたことを特徴とする半導体装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、インバータ装置などに適用するパワー半導体モジュール、例えばＩＧＢＴモ
ジュールを対象とした半導体装置のパッケージ構造に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、頭記のインバータ装置は産業用から家電製品まで適用範囲が拡大しており、これ
に伴うパワー半導体モジュールの小形化，高信頼性の要求に対応するために、放熱性の高
いパッケージの開発が重要課題となっている。
【０００３】
　ここで、パワー半導体モジュールの一般的なパッケージ構造を図５に示す。図において
、１はモジュールの支持板を兼ねた放熱用金属ベース、２はアルミナなどのセラミック板
３の表，裏両面に導体パターン（銅箔）４，５を形成して前記金属ベース１に載置接合し
た絶縁基板（例えばDirect Copper Bonding基板）、６は絶縁基板２の主面側に形成した
導体パターン(回路パターン)４にマウントした半導体チップ（例えばＩＧＢＴ(Insulated
 Gate-Bipolar Transistor)）、７は半導体チップ６の上面側電極（エミッタ，ゲート）
とこれに対応する主面側の回路パターンとの間に配線したワイヤリード、８は外囲樹脂ケ
ース、９はヒートシンク（放熱フィン）であり、通電に伴い半導体チップ６に生じた発熱
は絶縁基板２，金属ベース１を伝熱経路としてヒートシンク９に伝熱して系外に放熱され
る。
【０００４】
　一方、上記したパワー半導体モジュールの絶縁基板２に関して、絶縁基板２の熱抵抗を
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低めてパッケージの放熱性を向上するために、金属に比べて伝熱性の低いセラミック板３
の厚みを薄くし、逆に導体パターン４，５の銅箔を厚くして半導体チップ６の発生熱流束
を絶縁基板２の面方向に分散させ、セラミック板３の単位面積当たりの熱流束を低めて熱
抵抗を低減させるようにした絶縁基板が提唱され、その開発が進められている（例えば、
非特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００５】
【非特許文献１】西村,望月,高橋,「新絶縁基板を用いた次世代ＩＧＢＴモジュール技術
」,富士時報,富士電機ホールディングス株式会社,平成１６年９月１０日，第７７巻，第
５号，ｐ．３２１－３２５
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ところで、前述の絶縁基板（非特許文献１参照）について、熱抵抗の低減効果を有効に
発揮させるには、絶縁基板の導体パターンについて次記のような設計上の配慮が必要であ
る。すなわち、絶縁基板２の主面側に形成した導体パターン４については、半導体チップ
６をマウントするパターン面域がチップを中心としてその周囲に広がる広い投影面積を確
保することが必要であり、このパターンの投影面積が小さく、またパターンが分断してい
たりパターンの輪郭が複雑に入り組んだりしていると、半導体チップから生じた熱流束の
面方向への広がりが制限され、結果として導体パターンの厚みを厚くしたことによる熱抵
抗化の低減効果が十分に発揮できなくなる。
【０００７】
　これに対し、現状では半導体モジュールのパッケージ小形化の要求から絶縁基板の外形
サイズが制約されることに加えて、従来構造の絶縁基板は主面側の導体パターン４が、半
導体チップ６をマウントするパターンとワイヤ７を接続するパターンとに分けてセラミッ
ク板３の面上に分散形成されていることから、半導体チップに生じた熱流束の面方向への
広がりが制限を受けるようになる。
【０００８】
　すなわち、図６（ａ）は２素子組のＩＧＢＴモジュールを例にした従来の組立構造図、
図６（ｂ）はその等価回路図であり、６ａはＩＧＢＴ、６ｂはＦＷＤ（Free Wheeling Di
ode）、Ｃ１，Ｃ２Ｅ１，Ｅ２はＩＧＢＴのコレクタ，エミッタに対応する主回路端子、
Ｇ１，Ｇ２はゲート端子の記号を表し、上アームのＩＧＢＴと下アームのＩＧＢＴが図示
の導体パターン，ワイヤリードを介して直列に接続されている。なお、１０は外部端子で
あり、該端子は図４に示した外囲ケース８にインサート成形してケースから外部に引き出
すようにしている。
【０００９】
　ここで、絶縁基板２の主面側に形成した導体パターンは、図示のように上アームと下ア
ームのＩＧＢＴ６ａ，ＦＷＤ６ｂを組別に分けてマウントするパターン４ａ，４ｂと、前
記の各端子に対応するリード接続用の配線用パターン４ｃ，４ｄ，４ｅと切り離してセラ
ミック板３の面上にパターン形成されている。
【００１０】
　図６（ａ）から判るように、従来の絶縁基板２ではその主面側の導体パターンが複数の
パターン４ａ～４ｅに分けてセラミック板３の面上に分断形成されており、特にＩＧＢＴ
６ａ，ＦＷＤ６ｂの半導体チップをマウントするパターン４ａ，４ｂについて見ると、ワ
イヤリード７の配線経路との関連付けからパターン輪郭が入り組んだ形状になっており、
また下アームのパターン４ｂには上アームのパターン４ａの側方に向けて延在する狭隘な
パターン部を形成し、ここに上アームのＩＧＢＴ，ＦＷＤの上面電極から引き出したリー
ドワイヤ７を接続して上アームと下アームの回路を直列接続するようにしている。
【００１１】
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　このために、半導体チップ（ＩＧＢＴ６ａ，ＦＷＤ６ｂ）からの熱流束は、パターン４
ａ，４ｂの投影面積，輪郭形状に規制されて絶縁基板２の面方向へ十分に広がることがで
きず、このままでは非特許文献１に述べられている熱抵抗の低減，熱放散性の向上効果を
十分に発揮させることが困難となる。
【００１２】
　本発明は上記の点に鑑みなされたものであり、半導体チップをマウントした絶縁基板に
ついて、その主面側に形成した導体パターンの構築に工夫の手を加えることにより、絶縁
基板の熱抵抗低減，放熱性向上と併せて、パッケージのコンパクト化が図れるように改良
した半導体装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　上記目的を達成するために、本発明によれば、セラミック板の一方の面に前記セラミッ
ク板の面域を二分する主面導体パターンが形成され、他方の面に他の導体パターンが形成
された絶縁基板と、前記他の導体パターンが接合された放熱用金属ベースとを備え、前記
主面導体パターンのそれぞれに半導体チップをマウントし、前記半導体チップのいずれか
の上面電極とその電極に対応して前記絶縁基板の主面側に形成した配線用パターンとの間
をリード配線した半導体装置において、全ての前記配線用パターンを、絶縁基板の主面側
に形成して半導体チップをマウントする主面導体パターンの周縁部上にセラミック絶縁層
を介して層設するものとし、具体的には次記のような態様で構成することができる。
（１）前記の配線用パターンをセラミック絶縁層の上面に形成し、該セラミック絶縁層の
裏面をメタライズした上で絶縁基板の主面導体パターンにろう付けする。
（２）前記の配線用パターンをセラミック絶縁層の上面に形成し、該セラミック絶縁層を
絶縁基板の主面導体パターンに接着剤で固着する。
（３）前記の配線用パターンを、噴射成膜法により絶縁基板の主面導体パターン上に成膜
したセラミック絶縁層の上面に形成する。
（４）また、前記各項の半導体装置において、絶縁基板の主面側導体パターンと導電接続
する配線用パターンについては、その絶縁層に形成したスルーホールを介して絶縁基板の
主面導体パターンに接続する、あるいはワイヤもしくはリボン状リードを介して絶縁基板
の主面導体パターンに接続する。
（５）さらに、前記の配線用パターンを導体箔として絶縁層の上面からはみ出すように延
長して形成し、その導体箔の延長部をパッケージ外方に引き出して外部端子として使用す
る。
【発明の効果】
【００１４】
　上記の構成によれば、半導体チップをマウントする絶縁基板の主面導体パターンは、配
線用パターンに制約されることなく、基板上の面域を最大に使ってパターン形成できる。
これにより、主面導体パターンの投影面積を拡大して半導体チップからの熱流束を基板の
面方向へ十分に分散させて絶縁基板の熱抵抗低減、放熱性の向上が図れる。
【００１５】
　また、配線用パターンはセラミック絶縁層を介して絶縁基板の主面側に層設することで
、そのセラミック絶縁層が補強材の役目を果たして絶縁基板の剛性，強度を高めることが
できてパッケージの信頼性が向上する。
【００１６】
　加えて、前記の絶縁層を噴射成膜法（エアロゾルデポジッション法）により形成するこ
とで、基板との一体性を高めて信頼性，放熱性がより一層向上する。
　さらに、前記の配線用パターンを導体箔として絶縁層の上面からはみ出すように延長し
て形成し、この延長部分を外部端子として使用するようにしたことで、外囲ケースの外部
端子が不要となって部品点数の削減とともに、パッケージをコンパクトに構成できる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
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【図１】本発明の実施例１に対応する半導体装置の組立構造図で、（ａ）は平面図、（ｂ
）は（ａ）の矢視Ｘ－Ｘ断面図
【図２】本発明の実施例２に対応する半導体装置の組立構造図で、（ａ）は平面図、（ｂ
）は（ａ）の矢視Ｘ－Ｘ断面図
【図３】本発明の実施例３に対応する半導体装置の組立構造図で、（ａ）は平面図、（ｂ
）は（ａ）の矢視Ｘ－Ｘ断面図
【図４】本発明の実施例４に対応する半導体装置の組立構造図で、（ａ）は平面図、（ｂ
）は（ａ）の矢視Ｘ－Ｘ断面図
【図５】従来におけるパワー半導体モジュールの組立構造図
【図６】２素子組ＩＧＢＴモジュールを例にした従来の半導体装置の組立構造図で、（ａ
）はモジュール組立体の平面図、（ｂ）は等価回路図
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下、本発明の実施の形態を、図１，図２，図３に示した２素子組ＩＧＢＴモジュール
の実施例、および図４に示した最小構成の半導体装置の実施例に基づいて説明する。なお
、図示の各実施例において、図５，図６（ａ）に対応する部材には同じ符号を付してその
説明は省略する。また、図１～図４において、（ａ）は平面図、（ｂ）は（ａ）のＸ－Ｘ
断面図である。
【実施例１】
【００１９】
　図１（ａ），（ｂ）において、絶縁基板２に対してその主面側にはセラミック板３の面
域を略二分するように主面導体パターン（銅箔）４ａ，４ｂが形成され、各導体パターン
４ａ，４ｂの中央には図６（ｂ）の上アーム，下アームに対応するＩＧＢＴ６ａ，ＦＷＤ
６ｂの半導体チップがマウントされている。また、導体パターン４ａ，４ｂの周縁部には
前記半導体チップの上面電極（ＩＧＢＴのエミッタ，ゲート電極、ＦＷＤのカソード電極
）に対応する配線用パターン４ｃ～４ｆがセラミック絶縁層１１を介して２階建て式に層
設されている。なお、図示の配線用パターン４ｃ～４ｅは図６（ａ）における各配線用パ
ターンに対応し、配線用パターン４ｆは図６（ａ）における導体パターン４ｂの狭隘延長
部に対応しており、各配線用パターンと半導体チップの上面電極との間にワイヤリード７
を配線するようにしている。
【００２０】
　上記のように配線用パターン４ｃ～４ｆを、半導体チップをマウントする絶縁基板２の
主面導体パターン４ａ，４ｂの上に層設することにより、主面導体パターン４ａ，４ｂは
、配線用パターン４ｃ～４ｆに制約されることなく、セラミック板３の面域を最大に使っ
て形成できる。これにより、先記の非特許文献１で開示されているように、主面導体パタ
ーンの投影面積を拡大して半導体チップからの熱流束を面方向に十分分散させて絶縁基板
の熱抵抗を低減し、パッケージの熱放散性を向上できる。
【００２１】
　ここで、前記の配線用パターン４ｃ～４ｅは、絶縁基板２と同様な工法でセラミック絶
縁層１１の上面にあらかじめ成膜しておき、このセラミック絶縁層１１を半導体モジュー
ルの組立工程に合わせて次記のような接合方法で絶縁基板２の主面に層設することができ
る。すなわち、セラミック絶縁層１１の裏面には、あらかじめ絶縁基板２の裏面側導体パ
ターン５と同様な工法で銅箔を成膜するか、もしくはメタライズしておき、絶縁基板２の
主面に半導体チップをマウントする工程で、同時にセラミック絶縁層１１をろう付けする
。あるいは、絶縁基板２の製造工程でセラミック絶縁層１１を接合する。
【００２２】
　　また、前記工法とは別に、セラミック層１１を接着剤（熱硬化性）で絶縁基板２の主
面に固着することも可能である。さらに、絶縁基板２主面に微細粒子化したセラミック粉
末を常温下で噴射する噴射成膜法（エアロゾルデポジッション法）によりセラミック絶縁
層１１を成膜した上で、このセラミック絶縁層１１の上面にウエット処理によるメタルコ
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ーティングを施して配線用パターン４ａ～４ｆを形成する方法もある。なお、この噴射成
膜法は先記のろう付け法に比べて絶縁基板２に熱履歴が作用することもなく、かつ絶縁基
板との一体性を高めることができて高信頼性の確保に有利な工法と言える。
【００２３】
　また、図１に戻って、図示実施例では配線用パターン４ｆをセラミック絶縁層１１とと
もに主面導体パターン４ａと４ｂの間に跨がって層設した上で、セラミック絶縁層１１に
形成したスルーホール１２を介して配線用パターン４ｆを下アーム（図６（ｂ）の等価回
路参照）に対応する主面導体パターン４ｂに導電接続するようにしている。
【００２４】
　そして、前記の絶縁基板２の主面導体パターン４ａ，４ｂにマウントしたＩＧＢＴ６ａ
，ＦＷＤ６ｂの各半導体チップの上面電極と配線用パターン４ｃ～４ｆとの間にワイヤリ
ード７を図示のように配線し、続く工程では図５のように絶縁基板２を放熱用金属ベース
１に載置接合し、さらに外囲ケース８を組み付けた上で、絶縁基板２の各パターン２ａ～
２ｅを外部端子１０に配線し、最後に外囲ケース８の内部を樹脂封止して半導体モジュー
ルが完成する。
【実施例２】
【００２５】
　次に、本発明の請求項４に対応する先記実施例１の応用例を図２（ａ），（ｂ）に示す
。すなわち、図１の実施例では、配線用パターン２ｆと主面導体パターン４ｂとの導電接
続手段として、配線用パターン２ｆのセラミック絶縁層１１にスルーホール１２を設けて
いるのに対して、この実施例ではリボン状のリード（銅箔）１３を採用し、該リードの両
端を配線用パターン４ｆ，主面導体パターン４ｂに超音波接合して図６（ｂ）の等価回路
に示した上アームと下アームとの間を直列接続するようにしている。
【実施例３】
【００２６】
　図３（ａ），（ｂ）は本発明の請求項５に対応する実施例を示すものである。この実施
例はパッケージのコンパクト化，外部端子の部品削減化を狙いに、絶縁層１１の上面に形
成して絶縁基板２の周縁部分に層設した配線用パターン４ｃ，４ｄ，４ｅについて、その
パターンを導体箔（銅，アルミ箔）として絶縁層１１の上面から側方にはみ出すように延
長して形成する（図中の配線用パターン４ｄ参照）。そして、モジュールの組立工程では
絶縁層１１から側方に延在する延長部分を絶縁基板２の輪郭に合わせて上方に起立させる
ように直角に折り曲げた上で、その先端部を外囲ケース８（図５参照）から外方に突き出
して樹脂封止し、その導体箔を外部端子（Ｇ１，Ｇ２，Ｅ２）として使用するようにする
。なお、この実施例では、主面導体パターン４ａ，４ｂのから引き出した外部端子（Ｃ１
，Ｃ２Ｅ１）についても、前記と同様な箔状の延長部分を形成しておき、この延長部を起
立させて外部端子として使用するようにしている。
【００２７】
　これにより、外囲ケースにインサート成形する外部端子が不要となり、その分だけ部品
点数の削減，パッケージの小形，コンパクト化が図れる。
【実施例４】
【００２８】
　次に、絶縁基板に１個の半導体チップをマウントした最小構成の半導体装置についての
実施例を図４に示す。
　図４（ａ），（ｂ）において、絶縁基板２に対してその主面側にはセラミック基板３の
面域に主面導体パターン（銅箔）４ａが形成され、その導体パターン４ａの中央には半導
体チップとしてＩＧＢＴ６ａがマウントされている。また、導体パターン４ａの周縁部に
は半導体チップの上面電極（半導体チップがＩＧＢＴの場合はエミッタ電極，ゲート電極
、半導体チップがＦＷＤである場合にはカソード）に対応する配線用パターン４ｄ，４ｅ
がセラミック絶縁層１１を介して層設されている。ここで、配線用パターン４ｄ，４ｅは
ＩＧＢＴ６ａを中央にしてその左右両側に対向する辺に振り分けて平行に設けられており
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、外部端子１０（Ｅ，Ｃ，Ｇ）は配線用パターン４ｄ，４ｅのパターンエンドと対向する
絶縁基板２の上辺側に一列に並べて設けられている。そして、各配線用パターン４ｄ，４
ｅとＩＧＢＴ６ａの上面電極（エミッタ電極，ゲート電極）との間にワイヤリード７を配
線している。
【００２９】
　上記のように構成することで、先記の実施例１と同様に、主面導体パターン４ａの投影
面積を拡大して半導体チップからの熱流束を面方向に十分分散させて絶縁基板２の熱抵抗
を低減し、パッケージの熱放散性を向上させることができる。
【００３０】
　なお、配線用パターン４ｄ，４ｅの形成方法，および外囲ケース８（図５参照）への組
み付け等については実施例１と同様であって説明を省略する。また、配線用パターン４ｄ
，４ｅを実施例３と同様に導体箔（銅箔あるいはアルミ箔）として絶縁層１１の上面から
側方へはみ出すように延長して形成し、この導体箔のはみ出し延長部分を上方に起立させ
て外部端子として使用することも可能である。
【００３１】
　また、上述の各実施例は、いずれも図４で述べた構成の半導体モジュール（半導体チッ
プをマウントした絶縁基板２を放熱用金属ベース１に載置）への適用について述べたが、
これに限定されるものではなく、例えば半導体チップをリードフレームにマウントしてそ
の周域を樹脂で封止した上で、放熱フィンに直付けするようにした樹脂封止型パッケージ
に適用しても同様な効果を奏することができる。
【符号の説明】
【００３２】
　１　　放熱用金属ベース
　２　　絶縁基板
　３　　セラミック板
　４　　主面側導体パターン
　４ａ，４ｂ　主面導体パターン
　４ｃ～４ｆ　配線用パターン
　６　　半導体チップ
　６ａ　ＩＧＢＴ
　６ｂ　ＦＷＤ
　７　　リードワイヤ
　８　　外囲ケース
１０　　外部端子
１１　　セラミック絶縁層
１２　　スルーホール
１３　　リボン状リード
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